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【要約】 

■会社法の施行が 5月に予定され、関連の法務省令も 2月に正式決定した。 

■しかし、この法務省令の改正案が、法務省より 3月 10 日に公表された。 

■そこでは、相互保有株式や社外取締役に係る重要な改正が示されている。 

■また、会社法の施行は、5月 1日が予定されていることが明記された。 

 

 

１．会社法施行規則などの改正案、公表 
 

○会社法の施行が、今年（平成 18 年〔2006 年〕）5月に予定されている。 

 

○この会社法では、約300の事項が法務省令に委任されている。 

 

○この法務省令は、今年 2月 7日に、正式に決定している。それが、「会社法施行規則」、「会社計

算規則」及び「電子公告規則」の 3つである。 

 

○このうち、「会社法施行規則」、「会社計算規則」の 2つが改正されることが明らかになった。 

 

○法務省が 3 月 10 日に公表した「『会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案』に

関する意見募集」（注 1）がそれである。 

 

○3 月 10 日（金）から同月 24 日（金）まで、会社法施行規則などの改正案に対する意見を募集して

いる。 

 

○なお、改正の内容自体も重要であるが、会社法の施行日の予定が、5 月 1 日であることが示されて

いる（注 2）ので注意が必要である。 

 

 

（注 1）法務省の以下の HP 参照。 

    http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI67/pub_minji67.html 

 

（注 2）「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案の概要」の「第 1 

制度の趣旨」の箇所参照。 

 

 



 

 (２／３) 

 

２．会社法施行規則などの改正案の概要 
 

○単元未満株主の権利のうち制限できない権利の追加、監査役等の監査役会等への出席状況の開示な

どの重要な改正がなされている。 

 

○また、相互保有株主（相互保有株式の議決権制限）の判断時期については、次のように規定してい

る（改正案の会社法施行規則 67 条参照）。 

 

原則 株主総会の日を基準として判断 

例外 株主総会において議決権を行使することができるための株主を確定するための基準

日を設けた会社においては、一定の場合を除き、その基準日時点で判断。 

 

○なお、相互保有株主の判断時期に関連して、次のような規定も置かれている（改正案の会社法施行

規則の附則 2条 6項参照）。 

 

＜改正案の会社法施行規則の附則 2条 6項＞ 

株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための旧商法第 224 条ノ 3 第 1

項の一定の日がこの省令の施行の日前である場合における当該株主総会についての第67条第

1項の規定の適用については、同項中「子会社」とあるのは、「旧子会社（附則第 2条第 3項

に規定する旧子会社をいう。）」とする。 

 

○これは、例えば、今年、3 月末に基準日を設け、6 月に株主総会を開催する会社においては、5月 1

日に会社法が施行された場合も、現行商法の規定により判断するということであろう（注 3）。 

 

（注 3）この改正（案）がなされることにより、以下のレポートで示した、相互保有株

式の議決権制限に係る経過措置が実質的に変更されることになろう。 

  ・「相互保有株式の議決権制限に係る経過措置～「会社法」の焦点シリーズ 19～」

（堀内勇世、2006.2.21 作成） 

 

 

 

３．参考 
 

○法務省は以下の文章を公表している（http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI67/refer01.pdf）。 

 

 

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案の概要 

 

第１ 制定の趣旨 

会社法（平成１７年法律第８６号）は、平成１８年５月１日に施行を予定しているところ、同

法の委任に基づく法務省令として、既に「会社法施行規則」、「会社計算規則」及び「電子公告

規則」を公布したところである。 

これらの省令は平成１７年１１月２９日から同年１２月２８日までの間、実施したパブリッ

ク・コメントを踏まえて策定されたものであるが、法務省民事局において、会社法の適正かつ円

滑な施行に十全を期すため、これらの法務省令についてさらなる見直しの要否についての検討を

進めた結果、今般、会社法施行規則及び会社計算規則の改正案を取りまとめたので、パブリック・



 

 (３／３) 

 

コメント手続により、これに対する意見を募集するものである。 

 

第２ 改正案の概要 

 １ 会社法施行規則関係 

  イ 単元未満株主の権利（３５条２項関係） 

株券発行会社においては、単元未満株主から、会社法１３３条１項及び１３７条１項の規

定による株主名簿の名義書換請求をする権利を奪えないこととするものである。 

  ロ 相互保有株主の判断時点（６７条、附則２条６項関係） 

相互保有株主に該当するかどうかの判断をすべき時点について、原則として、株主総会の

日を基準として判断することとしながら、株主総会において議決権を行使することができる

ための株主を確定するための基準日を設けた会社においては、一定の要件のもとに例外的取

扱いを認めることとするものである。 

  ハ 監査役等の監査役会等への出席の状況（１２４条関係） 

社外役員が監査役・監査委員である場合においては、これらの者の監査役会・監査委員会

への出席状況も開示事項とするものである。 

  ニ 社外取締役等に該当するかどうかの判断基準（附則２条関係） 

社外取締役等の要件を判断するのに際して、会社法施行前において子会社の業務執行取締

役等であったかどうかを判断する場合においては、現行商法における子会社の業務執行取締

役等であったかどうかという基準で判断することとするものである。 

  ホ 市場価格の算定方法（附則３条関係） 

単元未満株式の買取り等の際の価格の市場価格の算定方法について、当分の間、公開買付

け価格を判断の対象から除外することとするものである。 

  ヘ 招集通知発出後の修正事項の周知方法（附則４条関係） 

現行商法のもとで作成される営業報告書を会社法の規定により開催される株主総会に提出

する場合においても、招集通知発出後の修正事項の周知方法について、会社法施行規則と同

様の取扱いができることを明確化するものである。 

 

２ 会社計算規則関係 

  イ 新株予約権以外のストック・オプション等の取扱い（８７条８項関係） 

新株予約権以外の権利であって、付与により貸借対照表の純資産の部に新株予約権として

計上されるものについて、当該権利が行使された場合における資本金等の額の算定方法を新

株予約権と同様の取扱いとすることとするものである。 

  ロ 会計監査人の意見の取扱い（１５４条１項２号、１６３条１号関係） 

会計監査人の監査の対象に臨時計算書類が加えられたことに伴い、会計監査報告における

監査意見を例示列挙とすることとした上で、計算書類等の承認の特則に関する要件について

も「無限定適正意見」のほか、これに相当する意見である場合も含めることとするものであ

る。 

  ハ 招集通知発出後の修正事項の周知方法（附則３条、９条、１０条関係） 

１ヘと同趣旨の改正をするものである。 

 

第３ 施行期日 

本省令の公布日とする。 

 

 

 

 

 


